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《令和 6 年 12 月 5 日新規》 

 

○ 取扱い 

 原則として、非代償性肝硬変、急性肝不全、劇症肝炎、急性肝炎、C型

慢性肝炎、B型慢性肝炎に対する PTの算定は認められる。 

 

○ 取扱いの根拠 

 血液凝固因子のほとんどは肝臓で生産されるため、プロトロンビン時間

（PT）は肝機能障害の重症度の判定に用いられる。 

 したがって、肝機能障害の重症度を判定することが重要とされる、非代

償性肝硬変、急性肝不全、劇症肝炎、急性肝炎、C型慢性肝炎、B型慢性

肝炎に対して PTの算定は認められると整理した。 

 


